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●
伊
奈
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
の
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
＝

伊
奈
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
の
委
員
に
つ
い
て
、
大
塚
順
康

氏
を
選
任
す
る
案
が
提
出
さ
れ
、

同
意
さ
れ
ま
し
た
。

●
平
成
17
年
度
伊
奈
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
６
号
）
＝
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
に
４
億
４，

６
９

５
万
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
の

予
算
の
総
額
を
１
０
４
億
５，

８

０
６
万
５
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。

（
そ
の
他
の
補
正
予
算
）

●
平
成
17
年
度
伊
奈
町
国
民
健
康

主
な
町
長
提
出
議
案

平
成
18
年
３
月
定
例
議
会
は
、
３
月
３
日
開
会
し
、
平
成
18
年

度
伊
奈
町
一
般
会
計
予
算
な
ど
町
長
提
出
議
案
39
件
を
原
案
ど
お

り
可
決
し
、
３
月
23
日
閉
会
し
ま
し
た
。

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３

号
）

●
平
成
17
年
度
伊
奈
町
公
共
下
水

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算(

第

５
号)

●
平
成
17
年
度
伊
奈
町
中
部
特
定

土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算(

第
３
号)

●
平
成
17
年
度
伊
奈
町
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

●
平
成
17
年
度
伊
奈
町
水
道
事
業

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

●
伊
奈
町
公
の
施
設
に
係
る
指
定

管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す

る
条
例
＝
伊
奈
町
の
公
の
施
設
に

つ
い
て
、
指
定
管
理
者
の
指
定
の

手
続
等
に
関
し
共
通
す
る
事
項
を

定
め
る
も
の
で
す
。

●
伊
奈
町
行
政
手
続
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
条
例
＝
町
民
の
利
便
性
向
上
の

た
め
、
情
報
通
信
技
術
を
利
用
し

て
申
請
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
の
共
通
事
項
を

定
め
る
も
の
で
す
。

●
伊
奈
町
国
民
保
護
協
議
会
条

例
＝
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る

国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
伊

奈
町
国
民
保
護
協
議
会
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

●
伊
奈
町
国
民
保
護
対
策
本
部
及

び
伊
奈
町
緊
急
対
処
事
態
対
策
本

部
条
例
＝
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お

け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ

き
、
伊
奈
町
国
民
保
護
対
策
本
部

及
び
伊
奈
町
緊
急
対
処
事
態
対
策

本
部
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も

の
で
す
。

●
伊
奈
町
安
心
安
全
な
ま
ち
づ
く

り
推
進
条
例
＝
犯
罪
の
な
い
安
心

安
全
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る

た
め
、
町
、
町
民
、
学
校
、
事
業

者
及
び
土
地
建
物
所
有
者
等
の
責

務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

防
犯
推
進
に
関
す
る
施
策
の
基
本

と
な
る
事
項
を
定
め
る
も
の
で

す
。

●
伊
奈
町
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
＝
病
気
休
暇

の
期
間
に
つ
い
て
勤
続
年
数
に
よ

る
加
算
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

●
伊
奈
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝
国
民

健
康
保
険
税
の
納
期
ご
と
の
税
額

を
計
算
す
る
と
き
に
１
０
０
円
未

満
の
端
数
を
最
初
の
納
期
分
に
合

算
す
る
も
の
で
す
。

●
伊
奈
町
公
共
施
設
整
備
基
金
条

例
＝
基
金
の
有
効
利
用
を
図
る
た

め
各
目
的
基
金
を
整
理
し
、
公
共

施
設
整
備
の
た
め
の
基
金
を
新
た

に
設
置
す
る
も
の
で
す
。

●
伊
奈
町
パ
ブ
リ
ッ
ク
ル
ー
ム
設

置
条
例
＝
町
民
相
互
の
連
帯
感
を

醸
成
し
、
地
域
に
根
ざ
し
た
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
形
成
を
促
進
す
る
た

め
、
伊
奈
町
パ
ブ
リ
ッ
ク
ル
ー
ム

を
設
置
す
る
も
の
で
す
。

●
伊
奈
町
放
課
後
児
童
対
策
事
業

実
施
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
＝
小
針
北
小
学
校
の
新
設
に
伴

い
小
針
北
児
童
ク
ラ
ブ
を
設
置
す

る
も
の
で
す
。

●
伊
奈
町
ね
た
き
り
老
人
等
手
当

支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
＝
法
令
等
に
お
け
る
用
語
が
改

め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
字
句
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

●
伊
奈
町
重
度
心
身
障
害
者
医
療

費
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
＝
障
害
者
自
立
支
援
法
の
施

行
に
伴
い
、
障
害
者
施
設
等
の
入

所
者
に
対
す
る
医
療
費
助
成
金
の

支
給
対
象
者
を
規
定
す
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

●
伊
奈
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝
葬
祭
費

の
額
を
改
め
る
も
の
で
す
。

●
伊
奈
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
＝
介
護
保
険
事

業
計
画
の
見
直
し
に
伴
い
、
介
護

保
険
料
率
を
改
定
す
る
も
の
で

す
。

●
町
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て
＝

14
号
線
（
大
字
小
室
字
若
榎
９
７

１
８
番
１
地
先
か
ら
大
字
小
室
字

上
田
８
４
３
６
番
１
地
先
）
そ
の

他
１
０
２
路
線
を
新
た
に
町
道
と

し
て
認
定
す
る
も
の
で
す
。

●
町
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て
＝

５
号
線
（
大
字
小
室
字
田
１
０
５

３
８
番
１
地
先
か
ら
大
字
小
室
字

東
９
９
１
９
番
９
地
先
）
そ
の
他

78
路
線
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。


